
令和７年４月に小・中学校に入学予定のお子様の保護者様へ 

篠栗町教育委員会 学校教育課 

就学援助費（入学準備金）の入学前支給のお知らせ 
 『就学援助制度』とは、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、給食費や学用品費などの援助

を行うものです。そのうち新入学児童生徒の保護者に対して支給されるものが、入学準備金（新入学児童生徒学用

品費）です。通常は入学後の７月に給食費等と併せて支給しておりますが、下記の期間中に、入学前に支給を受け

るための申請受付を行います。 

入学前の支給を希望される方は、下記の事項をご確認の上、申請期間内に役場学校教育課窓口にて申請の手続き

をお願いします。（今回からオンラインでの申請もできます。※別紙参照） 

なお、現在
・ ・

、就学援助を受給されている世帯についても、新たに申請を行う必要があります。 

 

記 

１ 受給対象者 

 次の（１）～（３）全てに該当する方 

（１） 申請する日に篠栗町に住民登録がある方 

（２） お子様が令和７年４月に篠栗町立小・中学校に入学される予定の方 

（３） 裏面の就学援助の申請理由のいずれかに該当する世帯の方（教育扶助を受けている生活保護世帯は除く） 

※入学前に他市町村に転出する場合や篠栗町立学校以外（私立学校等）に就学する場合は、支給対象外です。 

支給を受けた場合は返還していただくことになります。 

 

２ 申請・支給時期 

申請期間 支給日（予定） 

令和７年１月８日（水）～１月３１日（金） 令和７年３月６日（木） 

令和７年２月３日（月）～２月２８日（金） 令和７年３月２７日（木） 

※期間内に入学前支給を申請されない場合でも、令和７年６月に令和７年度就学援助費受給の申請及び 

認定を受けることにより、入学後に受給することができます。 

３ 支給額 

  入学予定者１人につき 

＜小学校＞・・・５７，０６０円     ＜中学校＞・・・６３，０００円 

４ 申請に必要な書類等 

オンライン申請の場合 窓口申請の場合 郵送申請の場合 

篠栗町 HP→学校教育課→就学援

助から申請。 

別紙、オンライン申請の案内チラ

シ QR コードから申請。 

次の①～②を準備のう

え、ご来庁ください。 

①保護者（申請者）名義

の預金通帳 

②該当理由の証明に必

要な書類（裏面参照） 

事前に学校教育課へ連絡のうえ、次の①～③を郵

送ください。 

①就学援助費受給申請書 

②保護者（申請者）名義の預金通帳（写） 

③該当理由の証明に必要な書類（写）（裏面参照） 

  ※郵送申請に必要な「①就学援助費受給申請書」は、12 月中に篠栗町ホームページにて公開しますので、 

   ご自身で印刷ください。また、申請期間中に必着とします。 

 

 

裏 面 に続 く



・就学援助の対象となる世帯（※教育扶助を受けている生活保護受給世帯は除く） 

申請理由 必要書類 

１ 生活保護の停止又は廃止を受けたが、なお経済的

に困窮している 

保護停止決定通知書又は保護廃止決定通知書 

２ 市町村民税が非課税又は減免を受けている 非課税…同一世帯生計下にある18歳以上の世帯員分

の令和６年度非課税証明書 

    ※20 歳未満で収入がない世帯員は不要 

※注）参照 

減免…市町村民税の減免決定通知書 

３ 個人事業税又は固定資産税の減免を受けている 個人事業税…県税事務所発行の減免証明書 

固定資産税…固定資産税減免通知書 

４ 国民年金の掛金の免除又は国民健康保険の保険料

の全額減免を受けている 

国民年金保険料免除申請承認通知書又は 

国民健康保険料減免承認決定通知書（夫婦の場合は、

両名分） 

５ 児童扶養手当を受給している 児童扶養手当証書（申請時点で有効期限内の証書で

あること） 

６ 生活福祉資金による貸付を受けている 生活福祉資金貸付決定通知書 

７ 職業安定所登録日雇労働者である 日雇労働被保険者手帳 

８ 前々年中の平均月収入が生活保護基準額の１．３

倍以下の世帯である 

＜認定基準一例＞ 

父４０歳、母３５歳、子１４歳、子９歳の４人世帯の基準額 

＝合計所得約３００万円以下 

※上記の家族構成での基準額です。各世帯のご家族の人数や年齢

などにより異なります 

①同一世帯生計下にある18歳以上の世帯員分の令和

６年度所得課税証明書 

※20 歳未満で収入がない世帯員は不要 

※注）参照 

②賃貸契約書の写し（借家の方のみ） 

※  証明書類は、保護者である父母２名分が必要です（申請理由２・８又はひとり親家庭等の場合を除く。）。 

※注）申請理由２（非課税世帯の方のみ）又は８の世帯の場合、令和６年１月１日時点で篠栗町に住民登録があり、

教育委員会で所得調査をすることを承諾される方については、所得（非）課税証明書の提出の必要はありま

せん。 

ただし、令和６年１月２日以降に篠栗町に転入した方は、前住所地から取り寄せてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

（問い合わせ先）          

篠栗町役場１階１１番窓口 学校教育課   

ＴＥＬ：０９２－９４７－１３６０  

１月または２月の申請で認定され、入学前支給を受けた世帯については、６月開始の令和７年度の就

学援助支給の申請手続きの必要はありません。（同世帯の篠栗町立学校に就学する児童生徒を含む。） 

新入学児童生徒学用品費以外（給食費・学用品費など）については、７月以降に支給します。 

ただし、４月以降に令和６年中の所得状況等にて再審査を行いますので、認定結果が変更になる場合

があります。予めご了承ください。その際、支給済みの入学準備金については、返還の必要はありませ

ん。 

また、令和８年度（２年生時）以降も就学援助の受給を希望される場合には、毎年申請を行っていた

だく必要があります。 



 
令和７年４月に小・中学校に入学予定のお子様の保護者様へ 

篠栗町教育委員会 学校教育課 

就学援助制度（入学準備金）オンライン申請の案内 

篠栗町では、令和 7 年度入学予定者の入学準備金の申請からオンラインでの申請が可能となりまし

た。 
役場の窓口に行かなくても、申請期間内であればいつでも申請できます。 
 
オンライン申請について 
    以下の条件に該当する世帯がオンライン申請の対象です。 
 

・別紙申請理由のうち、2.5.8 に該当する方。 
     2 市町村民税が非課税又は減免を受けている 
     5 児童扶養手当を受給している 
     8 前々年中の平均月収入が生活保護基準額の１．３倍以下の世帯である 

  ※ ２.５.８以外の用件で申請する場合は窓口で申請を行ってください。 

 
下記に該当する場合にはオンライン申請は利用できません※窓口で申請してください。 
 

ア 篠栗町外にお住いの世帯または篠栗町へ令和 6 年 1 月 2 日以降に転入した世帯。 
イ 失業や病気など特別な事情により生活の状態が急激に悪化した世帯。 
ウ 住民票と実態が異なる世帯。 

 
 
 
申請用 URL  
https://logoform.jp/form/cmYc/801510 
 

                  申請用 QR コード 

申請可能期間 令和 7 年 1 月 8 日（水）～令和 7 年 2 月 28 日（金） 

 

 

（問い合わせ先）         

篠栗町役場１階１１番窓口 学校教育課   

ＴＥＬ：０９２－９４７－１３６０   

https://logoform.jp/form/cmYc/801510

